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規 則

�愛媛県規則第２６号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり
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告 示

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１３４条第１項の改正規定は、令和４年６月１日から施行する。

�愛媛県告示第５５２号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

とする。

�～� 省略

� 総務部行財政改革局税務課直税係長に委任させる事務は、本

庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、税務課が指定納

付受託者に納付させ、及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号。以下「令」という。）第１５８条の２第１項の規定による

歳入の収納の事務の委託を受けた者に払い込ませる地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に規定する徴収金の収納及び保管に

関すること。

�～� 省略

２ 省略

（誤払金等の歳入の調定の時期）

第１１条 歳入徴収者は、令

第１５９条の規定による誤払金等（以下「誤

払金等」という。）であつて当該誤払金等の納入の通知をしてい

るものが出納閉鎖の日までに戻入れ とならなかつたときは、

その翌日において歳入として調定をしなければならない。

（契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格

の入札者を落札者としない場合の手続）

第１３４条 契約担当者は、令第１６７条の１０第２項に規定する最低制限

価格を設ける場合は、工事の請負契約等を締結しようとするとき

を除き、予定価格の１０分の８以上の価格を最低制限価格としなけ

ればならない。

２ 省略

（予定価格の作成等）

第１４６条 契約担当者は、随意契約をするときは、予定価格を第１３３

条第１項及び第２項の規定の例により決定し、当該予定価格を記

載した書面を作成しなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する契約にあつては、予定価格を記載した書面の作成

を省略することができる。

�～� 省略

� 非常災害のために必要な応急措置として行う復旧工事に係る

契約であつて特に緊急を要すると認められるもの

２ 省略

とする。

�～� 省略

� 総務部行財政改革局税務課直税係長に委任させる事務は、本

庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、税務課が指定納

付受託者に納付させる

地 方 税 法

（昭和２５年法律第２２６号）に規定する徴収金の収納及び保管に

関すること。

�～� 省略

２ 省略

（誤払金等の歳入の調定の時期）

第１１条 歳入徴収者は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「令」という。）第１５９条の規定による誤払金等（以下「誤

払金等」という。）であつて当該誤払金等の納入の通知をしてい

るものが出納閉鎖の日までにもどし入れとならなかつたときは、

その翌日において歳入として調定をしなければならない。

（契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格

の入札者を落札者としない場合の手続）

第１３４条 契約担当者は、令第１６７条の１０第２項に規定する最低制限

価格を設けるときは

、予定価格の１０分の８以上の価格を最低制限価格としなけ

ればならない。

２ 省略

（予定価格の作成等）

第１４６条 契約担当者は、随意契約をするときは、予定価格を第１３３

条第１項及び第２項の規定の例により決定し、当該予定価格を記

載した書面を作成しなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する契約にあつては、予定価格を記載した書面の作成

を省略することができる。

�～� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（契約保証金）

第７条 １件の設計金額（請負に付すべき金額（材料を支給する場

合は、支給材料の金額を加算した金額）をいう。以下同じ。）が

１００万円以上の工事については、規則第１５４条第１号、第２号又は

第５号（契約が規則第１４６条第１項第４号に該当して予定価格を

記載した書面の作成を省略する場合及び当該契約を規則第１５８条

（契約保証金）

第７条 １件の設計金額（請負に付すべき金額（材料を支給する場

合は、支給材料の金額を加算した金額）をいう。以下同じ。）が

１００万円以上の工事については、規則第１５４条第１号又は第２号
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�愛媛県告示第５５５号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、保育士登録申請手数料、保育士登録証書換え交付手数料及

び保育士登録証再交付手数料の収納の事務を次のとおり委託した。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

社会福祉法人日本保育協会

東京都千代田区麹町一丁目６番地２

２ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

�愛媛県告示第５５３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地

域産業振興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

の規定により変更する場合に限る。）の規定による場合を除き、

契約保証金の納付を免除してはならない。ただし、請負代金額の

増額変更により既に納付させた契約保証金額が請負代金額の１０分

の１（規則第１３３条の２第２項の規定による調査に係る契約にあ

つては、請負代金額の１０分の３）に満たなくなつた場合における

その差額の納付については、この限りでない。

（工程表の省略）

第９条 工程表を省略することができる工事は、１件の請負代金額

が５０万円未満のもの、 年間維持工事（県が管理する施設、設備

等の安全性を確保すること又はその機能若しくは性能を維持する

ことを目的とし、おおむね年間を通じて行う維持、修繕等の工事

をいう。以下同じ。）及び規則第１４６条第１項第４号の復旧工事

（同号に該当して予定価格を記載した書面の作成を省略する場合

に限る。）とする。

の規定による場合を除き、

契約保証金の納付を免除してはならない。ただし、請負代金額の

増額変更により既に納付させた契約保証金額が請負代金額の１０分

の１（規則第１３３条の２第２項の規定による調査に係る契約にあ

つては、請負代金額の１０分の３）に満たなくなつた場合における

その差額の納付については、この限りでない。

（工程表の省略）

第９条 工程表を省略することができる工事は、１件の請負代金額

が５０万円未満のもの及び年間維持工事（県が管理する施設、設備

等の安全性を確保すること又はその機能若しくは性能を維持する

ことを目的とし、おおむね年間を通じて行う維持、修繕等の工事

をいう。以下同じ。）

とする。

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

チェリー薬局 ラフター 松山市古川北一丁目２１番
２４号 株式会社チェリー薬局 松山市保免西一丁目１１番

２４号
代表取締役
渡 辺 愼一郎

精神通院医療（薬
局）

令和４年
５月１日

ウエルシア薬局 松山東
垣生町店 松山市東垣生町３５８番１ ウエルシア薬局株式会社 東京都千代田区外神田二

丁目２番１５号
代表取締役
松 本 忠 �

精神通院医療（薬
局）

令和４年
５月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

社会福祉法人ともの家 松山市溝辺町甲９４ 理事長
永 和 志 野

訪問看護ステーションと
もの家 松山市溝辺町甲９４ 精神通院医療 令和４年

５月１日

株式会社 洸 新居浜市本郷一丁目１１番
２３号

代表取締役
神 野 大 成

訪問看護ステーション仁
～じん～

西条市周布２１２－７ ２
階 精神通院医療 令和４年

４月１日
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�愛媛県告示第５５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

南宇和郡愛南町御荘平山及び御荘菊川地域に係る県営土地改良事業

計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地

改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業、農業用道路整

備事業・御荘平山地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

令和４年５月２３日から６月１７日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁

�������
�愛媛県告示第５５８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松前町岡田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和４年５月２０日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

イオン今治店 今治市馬越町四丁目
８番１号 駐車場の自動車の出入口の数 ７箇所 ６箇所 令和５年

２月２８日
令和４年
４月２８日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今

治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 瀬戸第一地区
（伊方町） 令和４年３月１０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 栗 坂 信 之 伊予郡松前町大字大間３２３－４

〃 大 政 義 � 伊予郡松前町大字大間１６３－１

〃 渡 部 均 伊予郡松前町大字上高柳３５９

〃 仙 波 俊 三 伊予郡松前町大字上高柳１６７

〃 高 城 譲 伊予郡松前町大字恵�美１１４－２

〃 喜 安 興 伊予郡松前町大字恵�美５２４

〃 重 川 鐡 伊予郡松前町大字昌農内１７４

〃 喜 安 光 男 伊予郡松前町大字昌農内５７６

〃 水 口 稔 章 伊予郡松前町大字西高柳９７

〃 川 中 勲 伊予郡松前町大字西高柳３５０

〃 重 松 美 明 伊予郡松前町大字西古泉１３７－４

〃 福 島 清 繁 伊予郡松前町大字西古泉７６

〃 喜 安 眞 造 伊予郡松前町大字北川原７０－１

〃 大 川 泰 範 伊予郡松前町大字北川原３５７－２

〃 岡 本 明 伊予郡松前町大字北川原１１２２－１

〃 山 本 又 雄 伊予郡松前町大字北川原１５７４－１

監 事 足 立 明 伊予郡松前町大字上高柳２７９

〃 大 政 喜代武 伊予郡松前町大字恵�美２１１－３

〃 重 川 徹 伊予郡松前町大字昌農内３４８

〃 西 野 裕 一 伊予郡松前町大字北川原３４６－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 政 秀 雄 伊予郡松前町大字大間２５－３

〃 大 政 義 � 伊予郡松前町大字大間１６３－１

〃 渡 部 均 伊予郡松前町大字上高柳３５９

〃 仙 波 俊 三 伊予郡松前町大字上高柳１６７

〃 池 内 成 和 伊予郡松前町大字恵�美９３－２

〃 喜 安 興 伊予郡松前町大字恵�美５２４

〃 重 川 鐡 伊予郡松前町大字昌農内１７４

〃 喜 安 光 男 伊予郡松前町大字昌農内５７６
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�愛媛県告示第５６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市志津川土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を令和４年５月１２日認可した。

令和４年５月２０日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第５６１号
道後平野土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和４年５月２０日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 道後平野土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書の

写し

� 道後平野土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

令和４年５月２３日から令和４年６月１７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁、伊予市役所本庁、東温市役所本庁、松前町役

場及び砥部町役場本庁

�愛媛県告示第５６２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和４年５月２０日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第５６３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和４年５月２０日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

〃 大 西 明 彦 伊予郡松前町大字西高柳３２２

〃 川 中 勲 伊予郡松前町大字西高柳３５０

〃 重 松 美 明 伊予郡松前町大字西古泉１３７－４

〃 福 島 清 繁 伊予郡松前町大字西古泉７６

〃 喜 安 眞 造 伊予郡松前町大字北川原７０－１

〃 大 川 泰 範 伊予郡松前町大字北川原３５７－２

〃 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０－２

〃 山 本 又 雄 伊予郡松前町大字北川原１５７４－１

監 事 伊賀上 典 � 伊予郡松前町大字大間２１６

〃 水 口 稔 章 伊予郡松前町大字西高柳９７

〃 烏 谷 章 一 伊予郡松前町大字西古泉３２３

〃 岡 本 明 伊予郡松前町大字北川原１１２２－１

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間町保健福祉センター 令和４年３月３１日 福祉用具貸与

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間町保健福祉センター 令和４年３月３１日 特定福祉用具販売

株式会社 丸三 通所介護丸三 愛媛県宇和島市中央町二丁目３番２２号 令和４年３月３１日 通所介護

社会福祉法人 八幡浜市社会福祉協議
会 保内町デイサービスセンター 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地１２

４番地１保内保健福祉センター１階 令和４年３月３１日 通所介護

社会福祉法人 大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会 デイサービス
センター 長浜 愛媛県大洲市柴甲１４０２番地３ 令和４年３月３１日 通所介護

株式会社フォースコーポレーション デイサービスセンターやすらぎ 愛媛県喜多郡内子町内子７１６番地 令和４年３月３１日 通所介護

株式会社フォースコーポレーション 訪問介護センターやすらぎ 愛媛県喜多郡内子町内子７１６番地 令和４年３月３１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間町保健福祉センター 令和４年３月３１日 介護予防福祉用具

貸与

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議
会

宇和島市社会福祉協議会 三間介護保
険事業所

愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三
間町保健福祉センター 令和４年３月３１日 特定介護予防福祉

用具販売
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和４年５月６日あったので公表する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０２２年度夏季一時金・その他に関する事項

２ 日時 ２０２２年５月２１日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

一般財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

�愛媛県告示第５６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６７号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線

北宇和郡鬼北町大字父野川中４番１地先から

同大字１８６４番２まで
旧 ６．１～２２．５ ０．０９６

北宇和郡鬼北町大字父野川中４番３から

同大字３番１まで
新 １０．７～３２．９ ０．０９６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川中４番３から

同大字３番１まで
令和４年５月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
宇和島市津島町成４６４－８から

同町成４６４－２まで
令和４年５月２０日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ヘリコプター１２か月定期点検整備
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

令和４年４月２８日
中日本航空株式会社
愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字殿釜２番
地

５１，１５０，０００円 一般競争入札 令和４年３月１８日
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ及び保守管理等業務（電

気式）

� 借入物品名及び数量

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ 一式

ただし、空調機器及び受電設備（以下「空調設備」という。）

の設置工事（設置に必要な資材を含む）並びに保守管理及び修

繕を含む。

数量は以下のとおり。

４校１３９教室

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

各高等学校の空調設備は、令和５年３月３１日までに設置を完

了し、稼働可能な状態にすることとする。

借入期間は、空調設備を稼働可能な状態にした日の属する月

の翌月から１０年間（１２０箇月）とする。

なお、借入期間は、１０年間経過後、空調設備に特に異常がな

い場合は、サービス利用料金等について協議した上で、最長６

年間延長できるものとする。

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、�に要する総額を借入期間（１２０箇月）にお
いて均等に分割した１月当たりのサービス利用料金の金額と

する。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から４年度までの製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 令和５年３月３１日までに、要求する仕様の空調設備を確実に

納入し、各高等学校への空調設備の設置工事が実施できる体制

が整備されていることを証明した者であること。

� 空調設備に係る保守管理及び修繕の体制が整備されているこ

とを証明した者であること。

� この入札公告の日から過去５年に種類及び規模を同じくする

契約を締結し、かつ、これらを全て誠実に履行している実績が

ある者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

令和４年６月２８日（火）から６月３０日（木）午前９時５９分ま

での執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に�に掲げる場所に持参
又は郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ず

るものに限る。以下同じ。）により提出すること。ただし、郵

送等による場合は、６月２９日（水）午後５時１５分までに必着の

こと。

� 入札説明書の交付方法

令和４年５月２０日（金）から６月１０日（金）までの執務時間

中に�に掲げる場所で交付するほか、愛媛県ホームページにお
いて公表する。

� 開札の日時及び場所

令和４年６月３０日（木）午前１０時００分

愛媛県庁第一別館１０階教育委員室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札仕様確認書を

知事に提出し、２に掲げる資格を有することの確認を受けるこ

と。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 提出期限

令和４年６月１０日（金）午後５時１５分まで

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
ウ 退出方法

持参又は郵送等

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者
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教育委員会公告

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書及び仕様書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be leased： Ehime

Prefectural High School Air conditioning，１ set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，３０ June２０２２

（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，２９ June２０２２）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Educat ion， Ehime Prefectura l Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２９５１

�公 告

令和５年度の愛媛県県立高等学校等の入学者等の選抜に係る

学力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及

び合格者の発表の日について

令和５年度の愛媛県県立高等学校及び愛媛県県立特別支援学校高

等部の入学者の選抜並びに愛媛県県立中等教育学校の第４学年の欠

員補充のための編入学者の選抜に係る学力検査の検査教科及び出題

範囲並びに学力検査等の期日及び合格者の発表の日を次のとおり定

めた。

令和４年５月２０日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

１ 愛媛県県立高等学校の入学者の選抜

� 学力検査の検査教科及び出題範囲

ア 検査教科

全日制課程は、国語、社会、数学、理科及び英語の５教科

とする。定時制課程は、国語並びに社会、数学、理科及び英

語のうちから入学志願者が選択する２教科の３教科とする。

イ 出題範囲

中学校学習指導要領（平成２０年３月文部科学省告示第２８号。

以下「旧中学校学習指導要領」という。）により第１学年に

おいて指導する内容、中学校学習指導要領（平成２９年３月文

部科学省告示第６４号。以下「新中学校学習指導要領」という。）

により第２学年及び第３学年において指導する内容並びに平

成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における中学

校学習指導要領の特例を定める件（平成２９年７月文部科学省

告示第９４号。以下「中学校特例告示」という。）２�及び�、
３�及び�、４�及び�並びに５�及び�の規定により令和
２年度の第１学年において指導する内容に即し、基本的事項

について出題する。ただし、社会及び英語にあっては、令和

２年度における学習が、新中学校学習指導要領の規定による

ものであっても、影響のないよう配慮する。

� 学力検査等の期日及び合格者の発表の日

区 分 一般入学者選抜 推薦入学者選抜 定時制の課程の
第２次募集

学力検査等の期
日

令和５年３月７
日（火）及び同
月８日（水）

令和５年２月９
日（木）

令和５年３月３０
日（木）

合格者の発表の
日

令和５年３月２０
日（月）

令和５年３月２０
日（月）

令和５年３月３１
日（金）

� 通信制の課程及び専攻科

�及び�の規定にかかわらず、愛媛県教育委員会教育長が別
に定める。

２ 愛媛県県立特別支援学校高等部の入学者の選抜

� 学力検査の検査教科及び出題範囲

ア 検査教科

各学校が定めるところによる。

イ 出題範囲

� 本科

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２１年３

月文部科学省告示第３６号）により中学部第１学年において

指導する内容、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

（平成２９年４月文部科学省告示第７３号。以下「新特別支援

学校小学部・中学部学習指導要領」という。）により中学

部第２学年及び第３学年において指導する内容並びに視覚

障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒

に対する教育を行う特別支援学校にあっては、平成３０年４

月１日から平成３３年３月３１日までの間における特別支援学

校小学部・中学部学習指導要領の特例を定める件（平成２９

年１２月文部科学省告示第１８１号）第２�の規定により中学
校特例告示２�及び�、３�及び�、４�及び�並びに５
�及び�の規定に準じて令和２年度の第１学年において指
導する内容に即し、基本的事項について出題する。ただし、

社会及び英語にあっては、令和２年度における学習が、新

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の規定によるも

のであっても、影響のないよう配慮する。

� 専攻科

特別支援学校高等部学習指導要領（平成２１年３月文部科

学省告示第３７号）及び平成３１年４月１日から新特別支援学

校高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行

特別支援学校高等部学習指導要領の特例を定める件（平成

３１年２月文部科学省告示第１５号）１二及び２二の規定に示

されている各教科の目標及び内容に即し、基本的事項につ

いて出題する。

� 学力検査等の期日及び合格者の発表の日

学力検査等の期日 令和５年３月１０日（金）

合格者の発表の日 令和５年３月２２日（水）

３ 愛媛県県立中等教育学校の第４学年の欠員補充のための編入学

者の選抜

� 学力検査の検査教科及び出題範囲

ア 検査教科

愛媛県教育委員会教育長が別に定める。

イ 出題範囲

旧中学校学習指導要領により第１学年において指導する内
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選挙管理委員会告示

正 誤
容、新中学校学習指導要領により第２学年及び第３学年にお

いて指導する内容並びに中学校特例告示２�及び�、３�及
び�、４�及び�並びに５�及び�の規定により令和２年度
の第１学年において指導する内容に即し、基本的事項につい

て出題する。ただし、社会及び英語にあっては、令和２年度

における学習が、新中学校学習指導要領の規定によるもので

あっても、影響のないよう配慮する。

� 学力検査等の期日及び合格者の発表の日

愛媛県教育委員会教育長が別に定める。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和４年５月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１３９，５３５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，７９１

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４２，４４２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�正 誤

令和４年４月２２日付け愛媛県報第３０１号愛媛県告示第４５５号（大規

模小売店舗の変更の届出の概要等）中

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，９７１ １４，３２４

南 宇 和 郡 １７，９７８ ５，９９３

松山市・上浮穴郡 ４３４，２８３ １３９，０４８

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３６，００４ ４５，３３５

宇和島市・北宇和郡 ７３，７５４ ２４，５８５

八幡浜市・西宇和郡 ３５，７３９ １１，９１３

新 居 浜 市 ９８，１６８ ３２，７２３

西 条 市 ８９，９０１ ２９，９６７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４９，０１９ １６，３４０

伊 予 市 ３０，６３８ １０，２１３

四 国 中 央 市 ７１，８０６ ２３，９３６

西 予 市 ３１，２１８ １０，４０６

東 温 市 ２８，０５６ ９，３５２

ページ 箇 所 誤 正

３９８ 表中
変更後欄 山口 晋 山口 普

令和４年５月２０日 発行


